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秋田市ボランティアセンター⑩
　秋田市ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての相談、紹介、情報提供などを行ってい
ます。個人・団体、活動経験・年齢を問わず、幅広く登録を受け付けていますので、お気軽にご相談くだ
さい。

◇こんなことをしています
　○ボランティアの登録・紹介・広報活動　○ボランティアに関する図書・ビデオの貸出し
　○ボランティア講座の開催

◇問い合わせ先…秋田市ボランティアセンター
　所　在　地� 秋田市八橋南一丁目８番２号（秋田市社会福祉協議会内）
　電　　　　話� ０１８－８６２－９７７４��／��ＦＡＸ�０１８－８６３－６０６８
　受 付 時 間� 月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分（土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）
　ホームページ� https://www.akita-city-shakyo.jp/
　フェイスブック� https://www.facebook.com/akita.city.vc01/

−72−

相談無料
秘密厳守

行政相談マスコット
キクーン

⑨ 
総務省の行政相談とは
　総務省の行政相談は、道路、年金、雇用、社会福祉など、国の仕事の困りごとについて、幅広くご相談
を受け付けています。どこに相談したらいいか分からない場合も、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちら
★あなたの身近な相談相手、行政相談委員
　行政相談委員は総務大臣が委嘱した民間有識者で、ボランティアとして活動しています。秋田市には
８名おり、下記の場所などで相談を受け付けています。

日　　時 場　　所
毎月第２水曜日 午後 1 時～午後 3 時30分 秋田市市民相談センター
毎月第４日曜日 午前10時～正午 秋田県児童会館　みらいあ
毎月第３木曜日 午前10時～正午 北部市民サービスセンター　キタスカ
毎月最終月曜日 午前 9 時～午前11時30分 南部市民サービスセンター　なんぴあ別館
毎月第３火曜日 午前10時～正午 河辺総合福祉交流センター
毎月第３火曜日 午前10時～正午 雄和市民サービスセンター　ユービス

※�上記内容は変更となる場合がございます。また、詳細等は、きくみみ秋田（電話：018－824－1426）までお問い合わせ
いただくか、市の広報誌をご確認ください。

★きくみみ秋田（秋田行政監視行政相談センター）

行政相談専用電話　0
お こ

5
ま り

7
な ら

0
ま る

－ 0
ま る く じ ょ ー ひ ゃ く と お ば ん

9 0 1 1 0
※電話、来所は平日午前8時30分～午後5時15分（電話は左記以外の時間帯は留守電対応）

総務省の行政相談窓口
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